
　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

で
の
国
籍
事
務
（
帰
化
、
国
籍
取

得
、
国
籍
離
脱
な
ど
）
は
、
平
成

27
年
１
月
１
日
か
ら
鹿
児
島
地
方

法
務
局
戸
籍
課
で
取
り
扱
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
戸
籍
課

　

☎
０
９
９
（
２
５
９
）
０
６
６
８

　

公
益
財
団
法
人
国
際
青
少
年
研

修
協
会
で
は
、
海
外
派
遣
を
通
じ

て
、
互
い
の
理
解
や
交
流
を
深

め
、
国
際
性
を
養
う
こ
と
を
目
的

に
、
次
の
事
業
の
参
加
者
を
募
集

し
ま
す
。

○
内
容

　

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
、
文
化
交
流
、
学
校
体
験
、
英

語
研
修
、
地
域
見
学
、
野
外
活
動

な
ど

○
派
遣
先

　

ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ィ

ジ
ー
、ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、フ
ィ

リ
ピ
ン

○
日
程

選挙の大切さを学ぶ

選挙人名簿ってなに？
　選挙権を持っていても、実際に投票するためには、
本町の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されてい
なければなりません。
　この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名
簿は、すべての選挙に共通して使われます。
　これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度
です。

○被登録資格
　選挙人名簿に登録されるのは、その市町村に住所を
持つ満 20歳以上の日本国民で、その住民票がつくら
れた日（他の市町村からの転入者は転入届をした日）
から引き続き３カ月以上、その市町村の住民基本台帳
に記録されている人です。

○登　録
　選挙人名簿への登録は、毎年３月、６月、９月、
12月（登録月）の２日に定期的に行われるとともに
（定時登録）、選挙が行われる場合にも行われます（選
挙時登録）。
　いったん登録されると、抹消されない限り永久に有
効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

◎問い合わせ先　
　選挙管理委員会（役場総務課内）
　☎（86）1111［代表］

小
学
生
～
高
校
生
ま
で
の
春
休

み
海
外
派
遣
参
加
者
募
集

　

平
成
27
年
３
月
25
日
（
水
）
～

４
月
５
日
（
日
）

○
対
象

　

小
学
３
年
生
～
高
校
３
年
生

○
参
加
費

　

35
万
８
千
～
49
万
８
千
円

○
申
込
締
切

　

平
成
27
年
２
月
２
日
（
月
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
（
公
財
）
国
際
青
少
年
研
修
協
会

　

☎
０
３
（
６
４
１
７
）
９
７
２
１

　

工
業
統
計
調
査
は
、
我
が
国
の

工
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
、
統
計
法
に
基

づ
く
報
告
義
務
の
あ
る
基
幹
統
計

調
査
で
す
。
調
査
の
結
果
は
中
小

企
業
施
策
や
地
域
振
興
な
ど
の
基

礎
資
料
と
し
て
利
活
用
さ
れ
ま

す
。
調
査
票
に
記
入
い
た
だ
い
た

内
容
は
、
統
計
作
成
の
目
的
以
外

（
税
の
資
料
な
ど
）
に
使
用
す
る

こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
安

心
し
て
正
確
な
記
入
を
お
願
い
し

ま
す
。

◯
調
査
対
象

　

製
造
事
業
所

◯
調
査
期
間

　

12
月
～
平
成
27
年
1
月

◯
調
査
時
点

　

12
月
31
日

◯
調
査
内
容

　

事
業
所
数
、
従
業
者
数
、
製
造

品
出
荷
額
、
原
材
料
使
用
額
な
ど

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁
統
計
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
４
７
９

　

役
場
企
画
財
政
課
広
報
統
計
係

　

☎
（
86
）
１
１
３
４
［
直
通
］

工
業
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す

国
籍
事
務
の
取
り
扱
い
は

13 広報ながしま


